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見出し 0406-4  市税の一括納入者へポイント付与 

ご意見 市税の納入アップのために全額一括納付した方々にポイントをつけ

るようにしてはいかがでしょうか 

回答 ご提言のありました、市税の一括納付のポイント付与については、

納付意欲を促進する効果が期待されます。 

市税の納付については、納付書で納められる、窓口納付（金融機関、

市役所等）、コンビニ収納、スマートフォン決済などがあります。 

その他に、口座振替、給与・年金からの天引きがあり、この場合は、

一括納付ではなく期別ごとで納めていただくものとなります。 

このことから、納付方法により一括納付ができない方もいるため、

ご提言のありました市税の一括納付のポイント付与については、納税

者間での不公平が生じるため実現が困難なものとなります。 

 市といたしましては、窓口納付、コンビニ収納、スマートフォン決

済、口座振替の周知啓発を行いながら期限内納付の推進を図り、市税

の収入確保に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。 

担当課 収納対策課  電話：0194-52-2368 

 

  


